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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載され、車両が走行する道路に１つのレーダビーム信号を照射し、該レーダビ
ーム信号の反射信号を含む信号を受信して、路面についての情報を収集する路面検知装置
において、
　受信信号中に含まれる路面からの反射信号のうち、自車両の走行速度に対応するドップ
ラシフトを生じている成分を路面からの反射信号とし、この反射信号レベルと、予め記憶
手段に記憶された基準レベルとを比較し、その差が予め定める範囲と異なるとき、レーダ
ビーム信号の照射方向に軸ずれが生じていると判定する軸ずれ判定手段を含むことを特徴
とする路面検知装置。
【請求項２】
　車両に搭載され、車両が走行する道路の路面前方に１つのレーダビーム信号を照射し、
該レーダビーム信号の路面からの反射信号を含む信号を受信して、路面についての情報を
収集する路面検知装置において、
　受信信号中に含まれる路面からの反射信号のうち、自車両の走行速度に対応するドップ
ラシフトを生じている成分を路面からの反射信号として検出する路面検出手段と、
　該レーダビーム信号の照射方向に軸ずれが生じていないときに、路面検出手段によって
検出される路面からの反射信号の受信レベルを、予め基準レベルとして記憶しておく不揮
発性の記憶手段と、
　車両の走行中に、路面検出手段によって検出される路面からの反射信号の受信レベルを
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、記憶手段に記憶されている基準レベルと比較し、該受信レベルと基準レベルとの差が予
め定める範囲よりも大きいとき、レーダビーム信号の照射方向に軸ずれが生じていると判
定する軸ずれ判定手段とを含むことを特徴とする路面検知装置。
【請求項３】
　前記軸ずれ判定手段は、予め定める一定時間内に、前記路面検出手段の受信レベルが前
記基準レベルよりも、前記予め定める範囲を超えて大きいときには、下方向に軸ずれが生
じていると判定することを特徴とする請求項２記載の路面検知装置。
【請求項４】
　前記軸ずれ判定手段は、前記路面検出手段の受信レベルが前記予め定める一定時間内に
、前記予め定める範囲を超えて設定される路面外レベル以上となるとき、路面以外からの
反射信号の受信レベルと判定し、前記下方向の軸ずれとは判定しないことを特徴とする請
求項１～３のいずれかに記載の路面検知装置。
【請求項５】
　前記軸ずれ判定手段は、予め定める一定時間内に、前記路面検出手段の受信レベルが前
記基準レベルよりも、前記予め定める基準を超えて小さいときには、上方向に軸ずれが生
じていると判定することを特徴とする請求項２～４のいずれかに記載の路面検知装置。
【請求項６】
　車両が走行する道路の勾配を検出する勾配検出手段をさらに含み、
　前記軸ずれ判定手段は、前記軸ずれの判定の際に、前記路面検出手段の受信レベルを、
勾配検出手段によって検出される道路の勾配に基づいて補正してから、前記基準レベルと
比較することを特徴とする請求項２～５のいずれかに記載の路面検知装置。
【請求項７】
　前記軸ずれ判定手段は、前記軸ずれの判定結果を前記記憶手段に記憶しておくことを特
徴とする請求項２～６のいずれかに記載の路面検知装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ドップラレーダなどを用いて車両が走行する路面を検知する路面検知装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、車両の走行安全性向上等を目的として、車両には各種のレーダ装置の搭載が試
みられている。車載レーダ装置については、たとえば特開平７－２０９４１４号公報で開
示されているように、周波数変調連続波（ＦＭ－ＣＷ）レーダ装置や、無変調連続波（Ｃ
Ｗ）レーダ装置、パルスドップラレーダ装置など、無線電波、特にミリ波と呼ばれる波長
帯域の電波を使用するレーダ装置や、レーザ光線や超音波を用いるレーダ装置も開発され
ている。
【０００３】
車載レーダ装置では、車両の進路上の障害物や先行車両、あるいは進路の側方の側壁など
を検出するために用いられる。また、車載レーダの探査範囲には、路面も含まれるので、
車載レーダ装置は路面からの反射信号も受信する。車両が走行中に路面からの反射信号を
受信すると、車両から照射したレーダビーム信号の周波数と、そのレーダビーム信号が路
面で反射された反射信号の周波数とは、車両の走行に伴うドップラ効果で周波数がずれる
。この周波数のずれを検出することによって車両の路面に対する走行速度を算出すること
もできる。
【０００４】
車両では一般的に、車軸の回転を検出してその回転速度を車速に換算している。しかしな
がら、車輪と路面との間で滑りなどが生じると、車輪速は必ずしも車速と一致しなくなる
。これに対して、路面と車両との相対速度をドップラシフトダ周波数に基づいて検出する
ようにすれば、車輪と路面との間で滑りが生じても、正確な車両の走行速度を検出するこ
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とができる。たとえば、建設機械やパワーショベルなどでは、タイヤが空回りしやすいの
で、タイヤの車輪速は車両の走行速度と必ずしも一致しない。また、ＡＢＳ（Antilock B
rake System）で、車輪がロックしない限界の範囲で制動をかける場合にも、車輪速によ
らない車速の測定が必要となる。このような場合にレーダ装置による路面検知での車速検
出が有効となる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
前述のように、車載レーダ装置は、路面との間の相対速度を検出する路面検知装置として
も利用可能である。車載レーダ装置で、車両の前方にレーダビーム信号を照射する方向は
、車両が走行中に受ける振動や衝撃のために、路面検知に適切な方向からずれる可能性が
ある。
【０００６】
特開平７－２０９４１４号公報には、車載レーダ装置でレーダビーム発射方向を路面に平
行な面内で変化させる際の中心方向を車両の直進方向に一致させる構成が開示されている
。しかしながら、レーダビームの発射方向のずれは、路面に平行な面内に限らず、路面に
垂直な方向の成分、すなわち水平な路面に対しては上下方向の成分も含むはずである。
【０００７】
本発明の目的は、レーダビームを照射して路面を検出する際の、上下方向の軸ずれを検知
することが可能な路面検知装置を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、車両に搭載され、車両が走行する道路に１つのレーダビーム信号を照射し、
該レーダビーム信号の反射信号を含む信号を受信して、路面についての情報を収集する路
面検知装置において、
　受信信号中に含まれる路面からの反射信号のうち、自車両の走行速度に対応するドップ
ラシフトを生じている成分を路面からの反射信号とし、この反射信号レベルと、予め記憶
手段に記憶された基準レベルとを比較し、その差が予め定める範囲と異なるとき、レーダ
ビーム信号の照射方向に軸ずれが生じていると判定する軸ずれ判定手段を含むことを特徴
とする路面検知装置である。
　本発明に従えば、路面検知装置は、車両に搭載され、車両が走行する道路の路面に１つ
のレーダビーム信号を照射し、レーダビーム信号の路面からの反射信号のうち、自車両の
走行速度に対応するドップラシフトを生じている成分を路面からの反射信号として路面に
ついての情報を収集する。路面検知装置には、軸ずれ判定手段が含まれる。軸ずれ判定手
段は、路面からの反射信号の受信レベルを、予め記憶手段に記憶されている基準レベルと
比較し、受信レベルと基準レベルとの差が予め定める範囲よりも大きいとき、レーダビー
ム信号の照射方向に軸ずれが生じていると判定する。記憶手段に記憶される基準レベルは
、レーダビーム信号の照射方向に軸ずれが生じていないとき、たとえばレーダビームの照
射用のアンテナなどを車両に取付け、照射方向が正しいことを確認した直後などに、路面
検出手段の受信する信号のレベルを基準レベルとして不揮発性の記憶手段に記憶しておく
。走行中の車両は、振動を受け、レーダ信号の照射方向は振動に応じて変化し得る。しか
しながら、走行中の車両の振動によって変化する範囲よりも大きい範囲で予め定める範囲
よりも、受信レベルと基準レベルとの差が大きいときに軸ずれが生じていると判断するの
で、上下方向の軸ずれの判断を確実に行うことができる。
　また本発明は、車両に搭載され、車両が走行する道路の路面前方に１つのレーダビーム
信号を照射し、該レーダビーム信号の路面からの反射信号を含む信号を受信して、路面に
ついての情報を収集する路面検知装置において、
　受信信号中に含まれる路面からの反射信号のうち、自車両の走行速度に対応するドップ
ラシフトを生じている成分を路面からの反射信号として検出する路面検出手段と、
　該レーダビーム信号の照射方向に軸ずれが生じていないときに、路面検出手段によって
検出される路面からの反射信号の受信レベルを、予め基準レベルとして記憶しておく不揮
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発性の記憶手段と、
　車両の走行中に、路面検出手段によって検出される路面からの反射信号の受信レベルを
、記憶手段に記憶されている基準レベルと比較し、該受信レベルと基準レベルとの差が予
め定める範囲よりも大きいとき、レーダビーム信号の照射方向に軸ずれが生じていると判
定する軸ずれ判定手段とを含むことを特徴とする路面検知装置である。
　本発明に従えば、路面検知装置は、車両に搭載され、車両が走行する道路の路面に１つ
のレーダビーム信号を照射し、レーダビーム信号の路面からの反射信号のうち、自車両の
走行速度に対応するドップラシフトを生じている成分を路面からの反射信号として受信し
て、路面についての情報を収集する。路面検知装置には、軸ずれ判定手段が含まれる。軸
ずれ判定手段は、車両の走行中に、路面からの反射信号の受信レベルを、予め記憶手段に
記憶されている基準レベルと比較し、受信レベルと基準レベルとの差が予め定める範囲よ
りも大きいとき、レーダビーム信号の照射方向に軸ずれが生じていると判定する。記憶手
段に記憶される基準レベルは、レーダビーム信号の照射方向に軸ずれが生じていないとき
、たとえばレーダビームの照射用のアンテナなどを車両に取付け、照射方向が正しいこと
を確認した直後などに、路面検出手段の受信する信号のレベルを基準レベルとして不揮発
性の記憶手段に記憶しておく。走行中の車両は、振動を受け、レーダ信号の照射方向は振
動に応じて変化し得る。しかしながら、走行中の車両の振動によって変化する範囲よりも
大きい範囲で予め定める範囲よりも、受信レベルと基準レベルとの差が大きいときに軸ず
れが生じていると判断するので、上下方向の軸ずれの判断を確実に行うことができる。
【０００９】
本発明に従えば、路面検知装置は、車両に搭載され、車両が走行する道路の路面前方にレ
ーダビーム信号を照射し、レーダビーム信号の路面からの反射信号を含む信号を受信して
、路面についての情報を収集する。路面検知装置には、路面路面検出手段と記憶手段と軸
ずれ判定手段とが含まれる。路面検出手段は、受信信号中に含まれる路面からの反射信号
を検出する。記憶手段は、レーダビーム信号の照射方向に軸ずれが生じていないときに、
路面検出手段によって検出される路面からの反射信号の受信レベルを、予め定める基準レ
ベルとして記憶しておく。軸ずれ判定手段は、車両の走行中に、路面検出手段によって検
出される路面からの反射信号の受信レベルを、記憶手段に記憶されている基準レベルと比
較し、受信レベルと基準レベルとの差が予め定める範囲よりも大きいとき、レーダビーム
信号の照射方向に軸ずれが生じていると判定する。記憶手段に記憶される基準レベルは、
レーダビーム信号の照射方向に軸ずれが生じていないとき、たとえばレーダビームの照射
用のアンテナなどを車両に取付け、照射方向が正しいことを確認した直後などに、路面検
出手段の受信する信号のレベルを基準レベルとして不揮発性の記憶手段に記憶しておく。
走行中の車両は、振動を受け、レーダ信号の照射方向は振動に応じて変化し得る。しかし
ながら、走行中の車両の振動によって変化する範囲よりも大きい範囲で予め定める範囲よ
りも、受信レベルと基準レベルとの差が大きいときに軸ずれが生じていると判断するので
、上下方向の軸ずれの判断を確実に行うことができる。
【００１０】
また本発明で前記軸ずれ判定手段は、予め定める一定時間内に、前記路面検出手段の受信
レベルが前記基準レベルよりも、前記予め定める範囲を超えて大きいときには、下方向に
軸ずれが生じていると判定することを特徴とする。
【００１１】
本発明に従えば、レーダビームの照射方向が下向きになると、路面からの反射信号の受信
レベルも大きくなるので、レーダビームの照射方向が下向きに軸ずれを生じていると判定
することができる。
【００１２】
また本発明で前記軸ずれ判定手段は、前記路面検出手段の受信レベルが前記予め定める一
定時間内に、前記予め定める範囲を超えて設定される路面外レベル以上となるとき、路面
以外からの反射信号の受信レベルと判定し、前記下方向の軸ずれとは判定しないことを特
徴とする。
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【００１３】
本発明に従えば、路面検出手段によって検出される路面からの反射信号の受信レベルが基
準レベルよりも大きく、予め定める範囲を超えて設定される路面外レベル以上となってい
るときには、軸ずれで受信レベルが大きくなっているよりも、路面以外の対象物、たとえ
ば路上の障害物や駐車している車両などからの反射信号である可能性が高くなるので、軸
ずれが生じているとの判定を行わない。
【００１４】
また本発明で前記軸ずれ判定手段は、予め定める一定時間内に、前記路面検出手段の受信
レベルが前記基準レベルよりも、前記予め定める基準を超えて小さいときには、上方向に
軸ずれが生じていると判定することを特徴とする。
【００１５】
本発明に従えば、レーダビーム信号の照射方向が上向きに軸ずれを生じると、路面からの
反射信号が受信しにくくなり、受信レベルが低下する。受信レベルが基準レベルよりも小
さくなり、予め定める範囲を超えると、車両の走行に伴う変動の範囲を超えて、軸ずれに
よって受信レベルが低下していると判定し、上向きの軸ずれが生じていると判定する。
【００１６】
また本発明は、車両が走行する道路の勾配を検出する勾配検出手段をさらに含み、
前記軸ずれ判定手段は、前記軸ずれの判定の際に、前記路面検出手段の受信レベルを、勾
配検出手段によって検出される道路の勾配に基づいて補正してから、前記基準レベルと比
較することを特徴とする。
【００１７】
本発明に従えば、勾配検出手段によって車両が走行する道路の勾配を検出し、軸ずれ判定
手段が軸ずれの判定を行う際に、路面検出手段の受信レベルを、勾配検出手段によって検
出される道路の勾配に基づいて補正してから、基準レベルと比較するので、勾配区間での
軸ずれの判定を適切に行うことができる。
【００１８】
また本発明で前記軸ずれ判定手段は、前記軸ずれの判定結果を前記記憶手段に記憶してお
くことを特徴とする。
【００１９】
本発明に従えば、軸ずれ判定手段による軸ずれの判定結果を、不揮発性の記憶手段に記憶
しておくので、軸ずれが生じているときには、サービス工場などで記憶手段の記憶内容を
読出して確認し、レーダビームの照射方向の修正などを適切に行うことができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の一形態としての路面検知装置１の概略的な構成を示す。路面検知
装置１は、車両２に搭載され、車両２が走行する道路の路面３に対し、レーダ装置４から
照射するレーダビームに基づいて路面検出を行う。レーダ装置４から、レーダビームとし
て、たとえばミリ波の電磁波を指向性が鋭いアンテナを介して照射すると、レーダビーム
が路面３の表面で散乱し、照射方向と逆方向に反射する信号成分を路面検出装置５で受信
し、路面３の検出を行う。路面検出装置５は、受信する信号のうち、車速演算装置６によ
って、車輪速度に対応する車速パルスなどに基づいて算出される車両２の走行速度に対応
するドップラシフトを生じている受信信号の成分を路面３からの反射信号として路面を検
出する。軸ずれ演算処理部７は、路面検出装置５が検出する信号の受信強度のうち、車速
演算装置６が算出する車速に対応する成分の受信強度を、不揮発性メモリ８に予め設定さ
れている基準レベルと比較し、軸ずれの判定を行う。軸ずれの判定の際には、勾配検出装
置９が検出する道路の勾配に従って、路面検出装置５が検出して、車速演算装置６による
演算結果に基づいて選択される路面３からの反射信号の受信レベルを、勾配に応じて補正
し、不揮発性メモリ８に記憶されている基準レベルと比較する。道路の勾配で受信レベル
を補正してから基準レベルと比較するので、勾配の影響を避けて軸ずれの判定を適切に行
うことができる。
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【００２１】
路面検知装置１が軸ずれの判定を行う際には、タイマ１０が計時する時間も考慮する。走
行中の振動などで短時間受信レベルが大きく変動するようなときには、軸ずれと判定しな
いためである。
【００２２】
図２は、車両２が路面３上を走行しているときに、レーダ装置４から照射するレーダビー
ム１１の軸ずれと、受信レベルとの関係を示す。図２（ａ）はレーダビーム１１の軸ずれ
の状態を模式的に示し、図２（ｂ）は車両２が受信するドップラ周波数と受信レベルとの
関係を示す。図２（ａ）に示すレーダビーム１１は、車両２が搭載するレーダ装置４から
照射するミリ波の電波の強度が強い方向を示す。電波の照射位置からレーダビーム１１の
境界までの距離が長い方が強度が高くなる。このレーダビーム１１の形状は、レーダ装置
４に用いるアンテナの指向特性であり、信号受信の際のアンテナの利得も同様の形状で表
される。レーダ装置４から照射される電波は、レーダビーム１１よりもさらに外側まで照
射され、レーダビーム１１の外部から信号が受信されることはもちろんである。レーダビ
ーム１１の範囲は、照射される電波の強度が特に強くなるので、電波照射エリアとして取
扱うことができる。
【００２３】
図２の▲１▼は、レーダビーム１１に軸ずれが生じていない状態を示す。車両２の自車速
をｖｓｅｌｆとすると、レーダ装置４がレーダビーム１１に従ってレーダビーム信号を照
射した後、路面３の表面で散乱される反射波を受信する受信レベルは、自車速ｖｓｅｌｆ
に対応する周波数ｆｖｓｅｌｆのドップラ成分を最も高いレベルで有する。すなわち、図
２▲１▼（ａ）に示すように、車両２のレーダ装置４から軸ずれがない状態で電波照射エ
リアに電波を照射しているレーダビーム１１に対して、図２▲１▼（ｂ）に示すような路
面３からの反射信号の受信レベルのピーク値を基準レベルとして、図１の不揮発性メモリ
８に記憶しておく。
【００２４】
図１の不揮発性メモリ８は、たとえばＥＥＰＲＯＭと呼ばれる電気的に書換え可能な不揮
発性メモリ素子や、フラッシュＲＯＭと呼ばれる電気的に書換え可能な不揮発性メモリ、
あるいは磁気的や光学的に情報を記憶する記憶手段に、記憶させておく。図２▲１▼に示
す軸ずれが生じていない状態は、たとえばレーダ装置４を車両２に取付けた直後で、平坦
な路面３を走行する状態で容易に得ることができる。
【００２５】
図２▲２▼は、レーダビーム１１の照射方向に下方向の軸ずれが生じている場合について
示す。図２▲２▼（ａ）に示すように、レーダビーム１１が下方に向いて、路面３の表面
に強い電波照射エリアを形成する。このため、図２▲２▼（ｂ）に示すように、自車速ｖ
ｓｅｌｆに対応するドップラ周波数であるｆｖｓｅｌｆでの受信レベルは、基準レベルを
超えて大きくなる。受信レベルについては、基準レベルよりも大きい範囲に、予め下方向
レベルを設定しておく。基準レベルと下方向レベルとの間には間隔をあけ、受信レベルが
下方向レベルを一定時間以上超えていると判定するときにのみ、レーダビーム１１の照射
方向が下方向軸ずれを起こしていると判定する。なお、ドップラ周波数ｆｖｓｅｌｆの成
分は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）やＣＰＵを用いる高速フーリエ変換（ＦＦＴ）
処理などで、実時間の受信信号を周波数領域に変換し、抽出することができる。
【００２６】
図２（ｂ）のように、受信レベルが自車速に対応するドップラ周波数ｆｖｓｅｌｆで、基
準レベルを上回る場合は、図２▲２▼（ａ）に示すように、レーダビーム１１の照射方向
が下方向に軸ずれを生じている場合以外に、道路の路面３上に存在する障害物や停車して
いる車両にレーダビーム１１が反射して反射信号を受信している可能性が高くなる。この
ため図２（ｂ）に示すように、下方向レベルよりさらに高い路面外レベルを設定しておき
、自車速ｖｓｅｌｆに対応するドップラ信号の成分のレベルが路面外レベルを超えると、
軸ずれではなく障害物等が存在していると判定する。
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【００２７】
図２▲３▼は、レーダビーム１１の照射方向が上方向に軸ずれしている状態を示す。図２
▲３▼（ａ）に示すように、レーダビーム１１の照射方向が上方向に軸ずれしていると、
電波照射エリアの路面３に対して車両２の前方になるにしたがって離れる状態となり、路
面３の表面に照射される電波の強度は弱くなってしまう。このため、路面３の表面で反射
してレーダ装置４に戻る電波の受信強度も弱くなる。図２▲３▼（ｂ）に示すように、受
信レベルは、自車速ｖｓｅｌｆに対応するドップラ周波数ｆｖｓｅｌｆで最も高くなるけ
れども、そのピークレベルは基準レベルよりも低くなる。予め基準レベルよりも低い範囲
に上方向レベルを設定しておき、受信レベルが予め定める一定時間以上上方向レベル以下
になるときに、上方向軸ずれが生じていると判定する。
【００２８】
図３は、図１の軸ずれ演算処理部７での、演算処理による軸ずれ判定の手順を示す。ステ
ップｓ１で、レーダ装置４を車両２に装着し、ステップｓ２で路面レベル検出を行い、検
出された路面レベルをステップｓ３で基準レベルとして不揮発性メモリ８に設定する。以
下ステップｓ４からステップｓ１４を繰返して、路面検知を行う。
【００２９】
ステップｓ４では、車両２の走行速度を車速演算装置６によって算出する。ステップｓ５
では、ステップｓ４で算出された走行速度に基づき、図２（ｂ）に示すように、ドップラ
周波数のｆｖｓｅｌｆでのピーク値として受信レベルを検出する。ステップｓ６では、検
出された受信レベルと不揮発性メモリ８に記憶されている基準レベルとを比較し、差が設
定範囲外であるか否かを判断する。設定範囲は、図２（ｂ）に示す下方向レベルと上方向
レベルとの間である。ステップｓ６で受信レベルと基準レベルとの差が設定範囲外ではな
く、下方向レベルと上方向レベルとの間に収まると判断されるときには、ステップｓ４に
戻る。ステップｓ６で、受信レベルと基準レベルとの差が設定範囲外であると判断される
ときには、ステップｓ７に移り、レベルの差が設定範囲外となる状態が予め設定される一
定時間以上経過しているか否かを、タイマ１０によって判断する。一定時間経過していな
いと判断されるときには、ステップｓ４に戻る。
【００３０】
ステップｓ７で、一定時間、レベル差が設定範囲外となる状態が経過していると判断され
るときには、ステップｓ８で受信レベルが下方向レベル以上となっているか否かを判断す
る。受信レベルが下方向レベル以上となっていると判断されるときには、ステップｓ９で
、受信レベルが路面外レベル以上となっているか否かを判断する。受信レベルが路面外レ
ベル未満であると判断されるときには、ステップｓ１０で、下方向に軸ずれが生じている
と判定し、ステップｓ１１で、判定結果を不揮発性メモリ８に記憶する。ステップｓ８で
、受信レベルが下方向レベル以上にはなっていないと判断されるとき、ステップｓ１２で
、受信レベルが上方向レベル以下になっているか否かを判断する。受信レベルが上方向レ
ベル以下になっていると判断されるときには、ステップｓ１３で、上方向軸ずれの判定を
行い、ステップｓ１４で、ステップｓ１１と同様に、判定結果を不揮発性メモリ８に記憶
する。ステップｓ１１またはステップｓ１４の手順が終了した後、またはステップｓ９で
受信レベルが路面外レベル以上であると判定されるとき、さらにはステップｓ１２で受信
レベルが上方向レベル以下ではないと判定されるときには、それぞれステップｓ４に戻る
。
【００３１】
以上の手順で、図２の▲２▼▲３▼に示すような各場合に対応する軸ずれの判定を行うこ
とができる。なお、本実施形態では、ミリ波の電波を用いる無変調連続波レーダ装置での
路面検出について説明しているけれども、周波数変調連続波レーダ装置などで、装置起動
時のダイアグノーシスの一環として路面検出を行い、上下の軸ずれを判定する場合も本発
明を適用することができる。さらに本発明は、電波によるレーダ装置ばかりではなく、レ
ーザ光線や超音波を利用するレーダ装置に対しても同様に適用することができる。
【００３２】
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【発明の効果】
以上のように本発明によれば、レーダビーム信号を照射するときの路面からの反射信号の
受信レベルを、予め不揮発性の記憶手段に記憶されている軸ずれが生じていないときの受
信レベルである基準レベルと比較して、差が大きいときに軸ずれが生じていると判定する
ので、軸ずれを確実に判定することができる。
【００３３】
また本発明によれば、路面検出手段の受信レベルが基準レベルよりも大きいときに、下向
きの軸ずれが生じていると判定することができる。
【００３４】
また本発明によれば、路面検出手段の受信レベルが基準レベルよりも予め定める範囲を超
えて小さいときには、レーダビームの照射方向が上方に軸ずれしていると判定することが
できる。
【００３５】
また本発明によれば、道路に勾配があるときには、勾配を検出して路面検出手段から得ら
れる受信レベルを補正し、補正した後で基準レベルと比較するので、道路の勾配の影響を
受けにくく、確実な判定を行うことができる。
【００３６】
また本発明によれば、軸ずれ判定手段の判定結果を不揮発性の記憶手段に記憶しておくの
で、軸ずれが生じた後でサービス工場などに車両を持って行けば、軸ずれの修正を容易に
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態としての路面検知装置１の概略的な電気的構成を示すブロ
ック図である。
【図２】図１の路面検知装置１で、レーダビーム１１の軸ずれを判定する考え方を示す図
である。
【図３】図２の考え方に従って軸ずれを判定する手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　路面検知装置
２　車両
３　路面
４　レーダ装置
５　路面検出装置
６　車速演算装置
７　軸ずれ演算処理部
８　不揮発性メモリ
９　勾配検出装置
１０　タイマ
１１　レーダビーム
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